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２
０
０
６
年
３
月
、
私
は
三
度
目
の
イ
ン
ド
仏
跡
巡
拝
を
し
、

そ
れ
な
り
に
満
足
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
ガ
イ
ド
の
ミ
ナ

氏
よ
り
、
今
イ
ン
ド
で
急
激
に
仏
教
が
広
ま
っ
て
い
る
所
が
あ

る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
何
処
か
、
ま
た
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

帰
国
後
、
録
り
た
め
て
あ
っ
た
ビ
デ
オ
の
中
に
『
男
一
代
菩

薩
道
―
イ
ン
ド
仏
教
の
頂
点
に
立
つ
男
―
』
を
見
つ
け
、
観
て

感
動
し
ま
し
た
。
「
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
、
虐
げ
ら
れ
た

人
々
の
味
方
に
な
る
」
と
い
う
佐
々
井
上
人
の
菩
薩
行
の
姿
が

目
の
前
に
迫
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
仏
教
遺
跡
の
発
掘
や
ブ
ッ

ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
返
還
運
動
は
全
て
の
仏
教
徒
の
願
い
で
す
。

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
仏
教
大
改
宗
式
の
導
師
を
お
勤
め
な
さ
る
会

場
に
は
、
人
々
の
信
頼
と
仏
教
徒
に
な
れ
る
喜
び
が
あ
ふ
れ
て

い
ま
す
。
す
べ
て
の
人
々
は
生
ま
れ
な
が
ら
平
等
で
差
別
さ
れ

な
い
と
い
う
仏
教
の
教
え
が
活
き
て
い
ま
す
。

　

日
蓮
聖
人
は
『
土
籠
御
書
』
で
「
法
華
経
を
余
人
の
よ
み
候

は
、
口
ば
か
り
、
言
葉
ば
か
り
は
読
め
ど
も
心
は
読
ま
ず
。
心

は
読
め
ど
も
身
に
読
ま
ず
。
色
身
二
法
共
に
あ
そ
ば
さ
れ
た
る

こ
そ
貴
く
候
へ
」
と
仰
せ
で
す
が
、
私
自
身
が
仏
教
徒
と
し
て

な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
て
い
な
い
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

佐
々
井
上
人
に
ぜ
ひ
お
会
い
し
た
い
、
活
き
た
仏
教
の
お
手

伝
い
が
し
た
い
と
思
い
、
イ
ン
ド
に
赴
き
11
月
28
日
ニ
ュ
ー
デ

リ
ー
の
ミ
ナ
氏
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
佐
々
井
上
人
に
面
談
し
ま
し

た
。
佐
々
井
上
人
の
活
動
を
取
材
し
、
そ
の
後
教
化
セ
ン
タ
ー

情
報
な
ど
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

佐
々
井
上
人
は
、
「
な
ん
だ
か
会
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ

う
な
気
が
し
て
来
ま
し
た
」
と
始
め
仰
い
ま
し
た
。
私
が
「
妙

光
寺
の
弁
財
天
は
、
厳
島
弁
財
天
の
分
身
像
で
、
広
島
城
よ
り

上
田
城
に
嫁
が
れ
た
亀
姫
様
が
捧
持
し
て
来
た
も
の
で
す
。『
法

華
経
』
で
は
娑
竭
羅
龍
王
の
娘
は
文
殊
師
利
菩
薩
の
教
化
を
受

け
て
八
才
に
し
て
成
仏
し
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
徒
の

中
で
は
、
こ
の
成
仏
し
た
八
才
の
龍
女
が
、
日
本
に
は
弁
財
天

と
し
て
応
現
さ
れ
、
ま
た
身
延
山
に
は
七
面
大
明
神
と
し
て
応

現
さ
れ
た
と
感
得
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
お
話
し
す
る
と
、
「
な

ん
だ
、
弁
財
天
つ
な
が
り
か
！
」
と
仰
り
佐
々
井
厳
島
神
社
に

つ
い
て
語
ら
れ
始
め
ま
し
た
。
マ
ン
セ
ル
遺
跡
、
文
殊
師
利
菩

薩
大
寺
、
シ
ャ
ッ
カ
ラ
湖
、
亀
の
岩
山
等
々
、
す
べ
て
が
ご
縁

の
あ
る
名
で
、
妙
に
旧
知
の
知
り
合
い
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、

尊
敬
の
念
を
益
々
深
め
た
も
の
で
す
。
『
南
天
龍
宮
城　

沙
門

秀
嶺
』
の
色
紙
は
こ
の
時
揮
毫
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
。

　

そ
の
後
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
仏
教
大
改
宗
式
、
妙
法
の
行
進
、

龍
樹
菩
薩
大
寺
落
慶
式
等
に
参
列
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
上

人
の
活
動
を
お
手
伝
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
今
日
に
至

る
の
で
す
が
、
２
０
１
８
年
は
ご
帰
国
の
折
、
新
た
に
制
作
し

た
彩
色
八
臂
弁
財
天
大
像
に
入
魂
法
楽
を
し
て
い
た
だ
き
大
変

あ
り
が
た
い
年
と
な
り
ま
し
た
。
来
年
は
大
菩
提
寺
返
還
運
動

が
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

（
長
野
県
妙
光
寺
住
職

　
　
　
　
　

南
天
会
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人
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こ
の
度
、
佐
々
井
上
人
は
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩

提
寺
管
理
権
返
還
に
向
け
て
の
裁
判
が
本
格
審

議
に
入
る
中
、
全
日
本
仏
教
会
に
こ
の
問
題
の

周
知
と
協
力
を
要
請
す
る
た
め
、
急
き
ょ
来
日

さ
れ
ま
し
た
。
11
月
６
日
か
ら
13
日
ま
で
１
週

間
日
本
に
滞
在
さ
れ
、
７
日
に
支
援
者
と
の
座

談
会
、
10
日
に
名
古
屋
集
会
、
12
日
に
全
日
仏

申
し
入
れ
と
東
京
集
会
を
行
い
ま
し
た
。
急
な

来
日
の
為
、
会
員
全
員
へ
の
ご
案
内
が
出
来
ず
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
の
告
知

と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ご
存
じ
な
か
っ
た

方
に
は
、
事
後
報
告
と
な
り
申
し
訳
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
以
下
、
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

　

２
０
１
２
年
よ
り
佐
々
井
上
人
が
原
告
と
な

り
イ
ン
ド
最
高
裁
に
提
訴
し
て
い
る
１
９
４
９

年
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
寺
院
法
の
無
効
を
訴
え
る
裁
判

が
、
本
年
７
月
か
ら
本
格
審
議
と
な
り
、
７
月

20
日
第
１
回
、
９
月
24
日
第
２
回
の
審
議
が
行

わ
れ
、
佐
々
井
上
人
は
有
力
な
弁
護
団
を
組
織

し
て
、
９
月
に
は
自
ら
も
デ
リ
ー
の
最
高
裁
に

出
廷
し
、
い
よ
い
よ
結
審
に
向
け
て
動
き
は
じ

め
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
弁
護
士
に
支
払
う
裁

判
費
用
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
、
南
天
会
で

も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
６

月
の
来
日
時
に
ア
ピ
ー
ル
を
行
い
会
員
の
皆
様

に
も
告
知
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
か
げ

さ
ま
で
順
調
に
裁
判
費
用
支
援
は
集
ま
っ
て
お

り
ま
す
。

　

し
か
し
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
返
還
と
い
う

世
界
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
本
に
お
い
て
は
こ
の
問

題
に
つ
い
て
の
関
心
が
あ
ま
り
に
薄
く
、
今
一

度
日
本
仏
教
徒
に
こ
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
各
伝
統
教
団

が
参
加
す
る
日
本
唯
一
の
全
国
組
織
で
あ
る
全

日
本
仏
教
会
に
申
入
れ
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
佐
々
井
上
人
は
単
身
飛
行
機
で
成
田
に

到
着
さ
れ
、
南
天
会
が
対
応
し
て
来
日
を
お
世

話
し
ま
し
た
。

11
月
10
日　

「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
返
還
に

向
け
て
」
名
古
屋
集
会

 

名
古
屋
市
の
八
事
山
興
正
寺
光
明
殿
に
て
講

演
会
開
催
。
南
天
会
賛
同
人
の
小
池
一
郎
さ
ん

が
中
心
と
な
り
企
画
さ
れ
ま
し
た
。
事
務
局
に

よ
る
返
還
運
動
に
つ
い
て
の
経
緯
説
明
の
後
、

い
つ
も
の
如
く
立
っ
た
ま
ま
で
聖
地
奪
還
へ
の

決
意
を
語
ら
れ
ま
し
た
。
佐
々
井
上
人
が
特
に

訴
え
ら
れ
た
の
は
、
筋
を
通
す
と
い
う
こ
と
、

問
題
を
先
送
り
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
か
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ド
仏
教
徒
に
と
っ
て

は
、
「
ブ
ッ
ダ
は
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
で
あ
る
」

と
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
教
え
は
、
カ
ー
ス
ト

差
別
を
否
定
し
た
仏
教
を
根
本
か
ら
否
定
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
理
由
に
大
菩
提
寺
が
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
の
寺
院
で
も
あ
る
と
主
張
す
る
管

理
委
員
会
の
言
い
分
は
、
決
し
て
容
認
で
き
な

い
も
の
で
す
。
ま
た
１
０
０
年
以
上
も
前
か
ら

多
く
の
人
々
が
携
わ
っ
て
き
た
大
塔
返
還
へ
の

道
の
り
は
、
何
と
し
て
も
成
就
せ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
り
、
様
々
な
利
権
や
錯
誤
を
残
し

た
ま
ま
、
問
題
を
有
耶
無
耶
に
し
た
の
で
は
未

来
は
開
か
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
共
に
暮
ら
し
て

き
た
人
々
が
望
む
大
塔
の
返
還
を
、
佐
々
井
上

人
は
自
ら
の
使
命
と
認
め
、
最
後
ま
で
や
り
抜

く
こ
と
を
決
意
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

11
月
12
日　

全
日
本
仏
教
会
へ
の
申
入
れ　

東

京
集
会

　

午
前
11
時
、
東
京
芝
の
増
上
寺
境
内
地
に
あ

る
全
日
本
仏
教
会
の
事
務
所
を
訪
れ
、
戸
松
義

晴
事
務
総
長
、
和
田
善
秀
総
務
部
長
と
面
会
し
、

江
川
辰
三
会
長
、
副
会
長
、
代
表
理
事
あ
て
の

申
入
書
（
６
、
７
面
掲
載
）
を
読
み
上
げ
提
出

し
ま
し
た
。
南
天
会
の
世
話
人
賛
同
人
10
名
が

同
席
し
、
戸
松
事
務
総
長
と
懇
談
い
た
し
ま
し

た
。
戸
松
事
務
総
長
か
ら
は
、
こ
の
場
で
す
ぐ

に
協
力
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
会
長

以
下
理
事
の
皆
さ
ん
に
伝
え
理
事
会
で
審
議
す

る
こ
と
を
約
束
さ
れ
、
ま
た
自
身
が
執
行
役
員

を
務
め
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）
の
パ

ワ
ン
・
ワ
ナ
メ
ッ
テ
ィ
会
長
に
も
伝
え
た
い
と

い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
後
日
、
同
席
し
て

い
た
南
天
会
世
話
人
の
中
村
龍
海
氏
が
申
入
書

を
英
訳
し
（
８
、
９
面
掲
載
）
、
戸
松
事
務
総
長

に
送
っ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
前
の
週
の

11
月
５
～
９
日
に
か
け
て
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
の
世
界
仏

教
徒
会
議
が
日
本
で
開
催
さ
れ
、
全
日
仏
が
主

催
者
と
な
り
様
々
な
会
議
や
催
し
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
会
議
の
席
上
で
、
ブ
ッ

  ブッダガヤ大菩提寺返還運動特集

佐々井上人緊急来日

「ブッダガヤ大菩提寺返還に向けて」
全日本仏教会申し入れ

名古屋集会：2018 年 11 月 10 日
東京集会：2018 年 11 月 12 日

撮影：山本宗輔
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ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
の
管
理
権
の
問
題
が
議
題
に

上
が
る
こ
と
は
残
念
な
が
ら
無
か
っ
た
よ
う
で

す
。
戸
松
事
務
総
長
に
よ
る
と
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
の
現

会
長
は
こ
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
佐
々
井
上
人
の
申
入
れ

が
届
く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

午
後
か
ら
は
、
浄
土
宗
大
本
山
増
上
寺
の
会

場
を
お
借
り
し
、
「
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
返

還
に
向
け
て
」
東
京
集
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
の
来
日
が
決
ま
っ
た
時
、
せ
っ
か
く
全
日

仏
に
申
し
入
れ
を
す
る
の
だ
か
ら
是
非
大
勢
の

人
を
集
め
て
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
宣
伝
し
、
ま
た

研
究
者
の
方
々
に
も
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
日

本
仏
教
徒
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
つ
い
て
考
え
る
一

つ
の
機
縁
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
力
及

ば
ず
そ
こ
ま
で
の
準
備
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
ダ
ル
マ

パ
ー
ラ
が
来
日
し
、
印
度
仏
蹟
興
復
会
が
結
成

さ
れ
た
明
治
の
時
に
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
日

本
人
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
対
す
る
関
心
は
低
調
で

す
。
単
な
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
的
な
場
所
と
し

て
の
認
識
が
大
勢
を
占
め
、
そ
の
歴
史
的
、
ま

た
仏
教
的
な
理
解
は
非
常
に
薄
弱
で
、
そ
れ
は

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
参
拝
す
る
日
本
人
の
態
度
に
も

表
れ
て
い
ま
す
。
佐
々
井
上
人
は
、
日
本
の
仏

教
徒
は
世
界
の
仏
教
徒
と
共
に
道
を
歩
ん
で
い

な
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
今
や

１
億
人
を
超
え
る
仏
教
徒
に
対
し
て
も
そ
う
だ

と
言
え
ま
す
。
支
援
や
協
力
と
言
っ
て
も
、
本

当
の
意
味
で
仏
教
徒
民
衆
と
は
密
着
し
て
い
な

い
、
だ
か
ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
も
関
心
が
無
い
の

上掲４点　名古屋集会

佐
々
井
秀
嶺
師
来
日
特
別
講
演

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺

返
還
に
向
け
て

名
古
屋
集
会

ブ
ッ
ダ
成
道
の
根
本
聖
地
を
仏
教
徒
の
手
に
！

大
導
師
佐
々
井
秀
嶺
上
人
と
イ
ン
ド
仏
教
徒
の

四
半
世
紀
に
及
ぶ
運
動
つ
い
に
成
る
か
。

佐
々
井
師
緊
急
来
日
。

今
、
日
本
仏
教
徒
に
呼
び
か
け
る
‼

年年 月月 日（土））

午後２時半～４時時時時時時時 ２時開場場場場場場

八事山興正寺 光明殿２階階
（名古屋市昭和区八事本町７８）名古屋市昭和区八事本町７８名古屋市昭和区八事本町７８名古屋市昭和区八事本町７８）））

地下鉄鶴舞線・名城線「八事駅」１番出口徒歩３分

参加無料 申し込みは不要です。

主催：南天会 （佐々井秀嶺上人を支援するネットワーク）

お問い合わせ：お問い合わせお問い合わせ：koike@maxis-inc.cominc.com（小池）

  

佐々井秀嶺（ささい しゅうれい）

１９３５年岡山県生まれ。龍樹菩薩の

霊告に従ってインドナグプールに入

り、以来５０年、現地の仏教徒と寝食

を共にし、アンベードカル博士の不可

触民解放運動、仏教復興運動を継承。

およそ１億人とも言われるインド仏

教徒の最高指導者となる。

１９９２年より、今なおヒンドゥー教

徒主体の管理下にあるブッダガヤ大

菩提寺の返還運動を主導。ブッダガヤ

寺院法の無効を訴える裁判を係争中。

現在８３歳。

https://www.nantenkai.org/ https://www.nantenkai.org/
佐々井秀嶺資料室

◀
名
古
屋
集
会
チ
ラ
シ
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だ
と
。

　

宗
派
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
も
問
題
で
す
。

イ
ン
ド
に
来
て
ま
で
自
分
の
宗
派
の
枠
か
ら
出

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
民
衆
と
密
着

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
の
日
本
人
に
は
想
像
も
で
き
な
い
辛
酸
を

な
め
て
き
た
人
々
を
導
い
て
、
カ
ー
ス
ト
制
を

撤
廃
し
、
仏
教
復
興
を
成
し
遂
げ
た
不
屈
の
魂
。

佐
々
井
上
人
は
、
そ
の
著
作
を
読
み
そ
の
後
を

慕
い
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
人
生
に
感
動

し
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
「
教
育
せ
よ　

団

結
せ
よ　

闘
争
せ
よ
」
と
い
う
博
士
の
言
葉
に

従
い
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
く
の
だ
と
。
だ
か

ら
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
問
題
も
「
闘
争
」
と
い
う
こ

と
に
お
い
て
必
ず
完
遂
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

大
菩
提
寺
と
は
仏
教
徒
に
と
っ
て
の
心
臓
で
あ

る
。
そ
の
心
臓
を
他
宗
教
徒
の
管
理
に
委
ね
る

と
い
う
こ
と
で
は
、
仏
教
の
未
来
は
開
か
れ
な

い
。

　

「
私
は
や
り
抜
き
ま
す
！
」
こ
の
日
、
い
つ

に
も
増
し
て
力
強
く
息
を
の
む
よ
う
な
迫
力
で

話
を
さ
れ
た
佐
々
井
上
人
。
そ
の
決
意
が
十
分

に
伝
わ
っ
た
講
演
と
な
り
ま
し
た
。
最
後
に
は

参
加
者
全
員
で
「
ジ
ャ
イ
・
ビ
ー
ム
」
三
唱
。

　

翌
日
に
は
成
田
か
ら
イ
ン
ド
に
帰
国
さ
れ
ま

し
た
。
南
天
会
は
、
佐
々
井
上
人
の
大
誓
願
で

あ
る
こ
の
運
動
に
で
き
る
限
り
の
支
援
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
是
非
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

現
在
係
争
中
の
裁
判
情
報
は
以
下
の
通
り
で
す
。

イ
ン
ド
最
高
裁
判
所　

市
民
法
廷　

書
面
告
訴

２
０
１
２
年　

訴
訟
番
号
３
８
０

上掲５点　東京集会   撮影：山本宗輔

佐
々
井
秀
嶺
師
来
日
特
別
講
演

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺

返
還
に
向
け
て

東
京
集
会

ブ
ッ
ダ
成
道
の
根
本
聖
地
を
仏
教
徒
の
手
に
！

大
導
師
佐
々
井
秀
嶺
上
人
と
イ
ン
ド
仏
教
徒
の

四
半
世
紀
に
及
ぶ
運
動
つ
い
に
成
る
か
。

佐
々
井
師
緊
急
来
日
。

今
、
日
本
仏
教
徒
に
呼
び
か
け
る
‼

年年 月月 日（月））

午後２時～４時午後２時～４時午後２時～４時午後２時～４時 １時半開場開場開場

大本山増上寺 増上寺会館 階「椿の間」
（東京都港区芝公園４－７－３５ ＴＥＬ ‐ ‐ ）

椿の間
））

間」

参加無料 申し込みは不要です。

※午前 時に増上寺境内明照会館 階の全日本仏教会へ※午前 時に増上寺境内明照会館 階の全日本仏教会へ

申し入れを行います。申し入れを行います。

主催：南天会 お問い合わせ：お問い合わせ：090090‐090‐53045304‐5304‐89558955（佐伯）

  
佐々井秀嶺（ささい しゅうれい）

１９３５年岡山県生まれ。龍樹菩薩の霊告に

従ってインドナグプールに入り、以来５０

年、現地の仏教徒と寝食を共にし、アンベー

ドカル博士の不可触民解放運動、仏教復興運

動を継承。およそ１億人とも言われるインド

仏教徒の最高指導者となる。

１９９２年より、今なおヒンドゥー教徒主体

の管理下にあるブッダガヤ大菩提寺の返還

運動を主導。ブッダガヤ寺院法の無効を訴え

る裁判を係争中。現在８３歳。

増上寺会館

階「椿の間」

明照会館 階

全日本仏教会

https://www.nantenkai.org/https://www.nantenkai.org/  https://www.nantenkai.org/https://www.nantenkai.org/
佐々井秀嶺資料室  

◀
東
京
集
会
チ
ラ
シ
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（
追
記
）
裁
判
状
況
報
告

２
０
１
９
年
１
月
６
日
時
点

　

昨
年
９
月
24
日
に
決
定
さ
れ
た
１
月
３
日
の

第
３
回
公
判
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
ラ
寺
事
務
局

長
の
ア
ミ
ッ
ト
氏
が
デ
リ
ー
に
向
か
い
、
原
告

側
（
佐
々
井
上
人
）
弁
護
団
と
打
ち
合
わ
せ
を

行
い
ま
し
た
が
、
事
務
手
続
き
上
の
不
備
に
よ

り
今
回
は
審
理
、
裁
判
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
昨
年
10
月
に
最
高
裁
判
事
（
チ
ー
フ

ジ
ャ
ッ
ジ
）
が
交
替
し
、
前
任
者
（
政
権
寄
り

と
み
ら
れ
仏
教
徒
に
不
利
な
判
決
を
下
す
可
能

性
が
あ
っ
た
）
が
９
月
24
日
の
決
定
書
類
に
サ

イ
ン
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
の
こ

と
で
す
。
後
任
の
ラ
ン
ジ
ャ
ン
・
ゴ
ー
ガ
イ
最

高
裁
判
事
は
公
平
な
裁
判
が
期
待
で
き
る
人
事

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
イ
ン
ド
国
内
で
は
、
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー

事
件
の
判
決
（
注
※
）
や
農
民
に
よ
る
借
金
無

効
裁
判
、
モ
デ
ィ
政
権
の
汚
職
な
ど
重
要
な
裁

判
が
次
々
と
行
わ
れ
て
お
り
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大

菩
提
寺
管
理
権
裁
判
は
継
続
審
理
状
態
に
据
え

置
か
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

佐
々
井
上
人
の
弁
護
団
は
、
こ
の
大
菩
提
寺

管
理
権
問
題
が
イ
ン
ド
国
内
の
み
な
ら
ず
国
際

的
に
も
注
目
さ
れ
る
非
常
に
重
要
な
裁
判
で
あ

る
こ
と
を
訴
え
て
、
来
月
２
月
に
も
早
々
に
審

理
を
開
く
よ
う
要
請
す
る
た
め
、
原
告
の
佐
々

井
上
人
と
連
名
で
嘆
願
書
を
提
出
す
る
方
針
で

す
。

　

佐
々
井
上
人
側
の
弁
護
団
は
、
元
最
高
裁
判

所
長
官
の
Ｋ
・
Ｇ
・
パ
ラ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
氏
、

マ
ン
モ
ハ
ン
・
シ
ン
首
相
の
時
、
法
務
大
臣
、

外
務
大
臣
を
歴
任
し
た
コ
ン
グ
レ
ス
党
の
サ
ル

マ
ン
・
ク
ル
シ
ッ
ド
氏
を
は
じ
め
、
最
高
裁
判

所
主
席
弁
護
士
や
元
イ
ン
ド
司
法
長
官
等
５
名

の
著
名
な
弁
護
士
に
依
頼
し
て
い
ま
す
。

※
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
事
件　

１
９
９
２
年

ウ
ッ
タ
ル
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
州
ア
ヨ
ー
デ
ィ

ヤ
ー
の
イ
ス
ラ
ム
教
寺
院
バ
ー
ブ
リ
ー
・

マ
ス
ジ
ッ
ト
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
原
理
主
義

者
が
破
壊
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
対
立

が
激
化
し
、
全
イ
ン
ド
で
１
２
０
０
名
の

死
者
が
出
る
事
件
と
な
っ
た
。
当
時
Ｕ
Ｐ

州
の
政
権
党
だ
っ
た
イ
ン
ド
人
民
党
は
解

任
さ
れ
、
支
持
母
体
の
Ｒ
Ｓ
Ｓ
（
民
族
義

勇
団
）
は
非
合
法
化
さ
れ
た
。
昨
年
最
高

裁
で
、
Ｂ
Ｊ
Ｐ
側
の
主
張
が
退
け
ら
れ
る

判
決
が
出
て
い
る
。

東
京
都　

澤
登
拓 　
　

２
０
０
０
０
０
０
円

東
京
都　

密
門
会　

織
田
隆
深　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
０
０
０
０
０
０
円

神
奈
川
県　

井
出
正
子　

１
０
０
０
０
０
円

東
京
都　

遠
藤
一
喜　
　

１
０
０
０
０
０
円

福
井
県　

杉
本
玄
海　
　
　

５
０
０
０
０
円

愛
知
県　

前
田
卓
幸　
　
　

５
０
０
０
０
円

長
野
県　

宮
淵
泰
存　
　
　

５
０
０
０
０
円

岡
山
県　

菅
木
智
子　
　
　

３
０
０
０
０
円

長
野
県　

手
塚
龍
天　
　
　

３
０
０
０
０
円

静
岡
県　

山
口
い
ず
み　
　

２
０
０
０
０
円

大
阪
府　

水
落
忍 　
　
　
　

１
５
０
０
０
円

東
京
都　

飯
泉
竜
子　
　
　

１
０
０
０
０
円

福
島
県　

石
井
隆
俊　
　
　

１
０
０
０
０
円

北
海
道　

石
川
眞
知
子　
　

１
０
０
０
０
円

岡
山
県　

漆
間
徳
然　
　
　

１
０
０
０
０
円

東
京
都　

大
泉
貴
司　
　
　

１
０
０
０
０
円

長
野
県　

奧
平
心
月　
　
　

１
０
０
０
０
円

愛
知
県　

加
藤
政
子　
　
　

１
０
０
０
０
円

神
奈
川
県　

金
子
勇　
　
　

１
０
０
０
０
円

東
京
都　

久
保
田
明
史　
　

１
０
０
０
０
円

イ
ン
ド　

K
h
u
r
s
h
e
e
d
 
A
h
m
e
d
 
K
h
a
n

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
０
０
０
０
円

愛
知
県　

小
池
勝　
　
　
　

１
０
０
０
０
円

愛
知
県　

八
事
山
興
正
寺　

１
０
０
０
０
円

岡
山
県　

坂
田
龍
晴　
　
　

１
０
０
０
０
円

イ
ン
ド　

坂
田
マ
ル
ハ
ン
美
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
０
０
０
０
円

京
都
府　

志
賀
浄
邦　
　
　

１
０
０
０
０
円

東
京
都　

関
口
英
弥　
　
　

１
０
０
０
０
円

静
岡
県　

武
山
博
子　
　
　

１
０
０
０
０
円

東
京
都　

田
坂
正
樹　
　
　

１
０
０
０
０
円

北
海
道　

村
井
紘
一　
　
　

１
０
０
０
０
円

群
馬
県　

森
井
伸
幸　
　
　

１
０
０
０
０
円

広
島
県　

遊
亀
山
清
照　
　

１
０
０
０
０
円

栃
木
県　

吉
崎
光
徳　
　
　

１
０
０
０
０
円

台
湾　

沈
靜
香　

輝
泰　
　

１
０
０
０
０
円

東
京
都　

今
村
美
津
子　
　
　

５
０
０
０
円

愛
知
県　

岩
田
隆
治　
　
　
　

５
０
０
０
円

埼
玉
県　

岡
本
佳
子　
　
　
　

５
０
０
０
円

東
京
都　

片
平
柳　
　
　
　
　

５
０
０
０
円

兵
庫
県　

佐
伯
生
子　
　
　
　

５
０
０
０
円

愛
知
県　

佐
々
木
す
み
子　
　

５
０
０
０
円

千
葉
県　

嶋
村
可
奈　
　
　
　

５
０
０
０
円

京
都
府　

田
上
三
郎　
　
　
　

５
０
０
０
円

千
葉
県　

田
中
克
幸　
　
　
　

５
０
０
０
円

愛
知
県　

中
村
寛　
　
　
　
　

５
０
０
０
円

東
京
都　

野
沢
恵
美
子　
　
　

５
０
０
０
円

兵
庫
県　

原
田
裕
介　
　
　
　

５
０
０
０
円

岡
山
県　

片
田
知
宏　
　
　
　

３
０
０
０
円

東
京
都　

甲
斐
三
晴　
　
　
　

２
０
０
０
円

岡
山
県　

山
根
日
出
紀　
　
　

２
０
０
０
円

第
二
次
集
約　
　
　
　

３
７
４
２
０
０
０
円

※
南
天
会
を
通
じ
て
「
裁
判
費
用
援
助
」

と
し
て
ご
支
援
い
た
だ
い
た
方
の
お
名

前
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

【
大
菩
提
寺
裁
判
費
用
支
援
者
御
芳
名
】
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全日本仏教会会長 江川辰三様
副会長 代表理事 御各位

ブッダガヤ大菩提寺管理権返還に向けて協力・支援のお願い

世界の仏教徒の根本道場であるインド・ビハール州ブッダガヤの大菩提寺は、釈尊成道の現当地
にして地上唯一の聖跡であります。釈尊が禅定に入られた菩提樹を記念してマウリヤ朝アショーカ
大王の時代に金剛宝座が設けられ、歴代の王朝もその跡を尊び大菩提寺として伽藍が整えられまし
た。 世紀にブッダガヤを訪れた玄奘三蔵は現在とほぼ同じ高さの大塔を拝しています。仏法の伝わ
った国々では、近き人は巡礼に赴き、遠き人は思いを馳せて世尊の遺跡を偲びました。成道より凡
そ１７００年、この地は法輪の軸として世界の仏教徒の中心地点でありました。

しかし 世紀初頭イスラム軍の侵攻によって、インド各地の仏教寺院は破壊され、多くの僧尼が
殺されて仏教は壊滅状態となり、大菩提寺は破壊から免れるため土に埋めて隠されてしまいました。
そして仏教徒のいなくなったインドで、その存在は忘れ去られてしまいました。

１８８０年、インド考古調査局長官アレキサンダー・カニンガムは大菩提寺の位置を特定し大規
模な発掘を行い、６００年の時を超えて大塔はその姿を現しました。諸国の仏教徒は、ブッダガヤ
を訪れ再び金剛宝座に額き大塔を拝しました。ところがブッダガヤの地はヒンドゥー教バラモンの
マハンタ氏の取有するところとなっており、境内ではヒンドゥー教の供儀が行われ、仏像は持ち去
られ諸王朝の寄進した塔や精舎は破壊の危機に瀕していました。

１８９２年スリランカの仏教者、アナガーリカ・ダルマパーラ居士はこの状況を憂慮し、大菩提
会を設立して大塔の仏教徒への返還運動を開始しました。当時の日本仏教も印度仏蹟興復会を結成
してこの運動に協力し、各国の仏教徒も様々な働きかけを行いました。

１９４７年インド独立後、インド政府はブッダガヤを国際的な仏教の中心地とする方針を示し、
１９４９年ブッダガヤ寺院法を制定して管理委員会を発足させ、大塔の管理権はマハンタより管理
委員会に移譲されました。しかしこのブッダガヤ寺院法では委員９名の構成の内、必ずヒンドゥー
教徒が過半数を占めるように規定されており、実質はヒンドゥー教優位の管理体制が認められてい
ることになります。これがゆえに私たち仏教徒にとっては容認しがたい様々な不合理が行われ、現
代にいたるまでその問題は続いています。

１９５６年１０月１４日、インド共和国憲法起草者ババサーヘブ・アンベードカル大菩薩はイン
ドに根強く残るカースト差別のくびきから脱するために中央州ナグプールに於いて、６０万人の被
抑圧階級民衆と共に仏教に改宗しました。これよりインド仏教は復興の烽火を上げ、自由と平等と
博愛の実現の為、法の実践の道を歩み始めました。私は日本に生まれましたが、釈尊の説かれたこ
の道を進む道程で、貧しくも前を向いて歩み始めたインド仏教徒の民衆に出遭い、共に歩む決心を
しました。同じものを食べ同じところに暮らし、改宗式や仏教行事を執り行い、仏教徒を組織して
様々な社会運動を行ってきました。そして多くの人々の協力によりインド国籍を取得しインド人と
なりました。アンベードカル博士の改宗から６０年、今やインドの仏教徒はその数を大いに増しつ
つあります。

ここにおいてインド仏教徒民衆は、自らの信教の根本聖地であるブッダガヤ大菩提寺が他教徒優
位の管理下にある状況を憂慮し、１９９２年、インド政府、ビハール州政府、ブッダガヤ寺院管理
委員会に対し、大菩提寺管理権の仏教徒への返還を求める運動を開始しました。私たちはあらゆる
平和的手段により様々な運動を展開してまいりました。首都デリーやブッダガヤに向けてのデモ行
進や断食や座り込みなどの運動を敢行し、インド政府大統領やビハール州首相に嘆願書を提出し、
国連事務総長に書簡を送り、パリのユネスコ本部やジュネーブの国連人権高等弁務官事務所を訪れ
てこの問題の国際的な関心を提起しました。２５年以上にわたる私たちの運動は、ブッダガヤの状
況改善に大きく寄与しています。しかしその根本的な問題である大菩提寺管理権は、依然として１
９４９年ブッダガヤ寺院法を適用したままの状態であり、我々の願いは未だ成就しておりません。

２０１２年、私はインド最高裁判所に１９４９年ブッダガヤ寺院法の廃止と新法の制定を求める
裁判を提起しました。長らく継続審議となっておりましたが、本年７月本格審議が始まりいよいよ
最高裁判決が下されようとしています。

この運動は、アンベードカル大菩薩を導師として立ち上がったインド仏教徒にとって、自らの存
在を確立する人権運動でもあります。また世界の仏教徒にとっても、その根本聖地が抱える矛盾の
早期解決が望まれています。日本でもダルマパーラの時代から様々な人が関わり、私たちの運動に
対しても臨済宗・黄檗宗連合各派合議所、岡山県同宗連など多くの方々からご支援ご協力をいただ
いてきました。まさにその所願とするところは、ブッダガヤ大菩提寺管理権の仏教徒への完全返還
にあります。大菩提寺管理権返還は、仏教徒がその根本聖地を取り戻す運動であり、ブッダガヤを
中心に世界の仏教徒が結集し、人類に平和と共生を提言する仏教の未来に大きな貢献となるでしょ
う。是非この問題を正確に認識し、関心をもってご支援ご協力をいただきたいと思います。

どうか我が祖国である仏教国日本の皆様、同じ教えを灯とするインド仏教徒民衆と共に立ち上が
ってください。

１．インド政府、ビハール州政府、ブッダガヤ寺院管理委員会にブッダガヤ大菩提寺管理権返還の提
言を行ってください。
それぞれ所属される宗派、本山、組織にてブッダガヤ大菩提寺管理権問題について協議し、イ
ンド当局が平和的決断を以て返還を実施するようアピールをお願いします。

２．裁判費用をご援助ください。
最高裁における長期の裁判には多大な費用が必要となります。是非ご協力をお願いいたします。

２０１８年 １１月 １２日
ブッダガヤ大菩提寺全インド解放実行委員会
会長 アーリヤナーガールジュナ佐々井秀嶺

（署名）
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全日本仏教会会長 江川辰三様
副会長 代表理事 御各位

ブッダガヤ大菩提寺管理権返還に向けて協力・支援のお願い

世界の仏教徒の根本道場であるインド・ビハール州ブッダガヤの大菩提寺は、釈尊成道の現当地
にして地上唯一の聖跡であります。釈尊が禅定に入られた菩提樹を記念してマウリヤ朝アショーカ
大王の時代に金剛宝座が設けられ、歴代の王朝もその跡を尊び大菩提寺として伽藍が整えられまし
た。 世紀にブッダガヤを訪れた玄奘三蔵は現在とほぼ同じ高さの大塔を拝しています。仏法の伝わ
った国々では、近き人は巡礼に赴き、遠き人は思いを馳せて世尊の遺跡を偲びました。成道より凡
そ１７００年、この地は法輪の軸として世界の仏教徒の中心地点でありました。

しかし 世紀初頭イスラム軍の侵攻によって、インド各地の仏教寺院は破壊され、多くの僧尼が
殺されて仏教は壊滅状態となり、大菩提寺は破壊から免れるため土に埋めて隠されてしまいました。
そして仏教徒のいなくなったインドで、その存在は忘れ去られてしまいました。

１８８０年、インド考古調査局長官アレキサンダー・カニンガムは大菩提寺の位置を特定し大規
模な発掘を行い、６００年の時を超えて大塔はその姿を現しました。諸国の仏教徒は、ブッダガヤ
を訪れ再び金剛宝座に額き大塔を拝しました。ところがブッダガヤの地はヒンドゥー教バラモンの
マハンタ氏の取有するところとなっており、境内ではヒンドゥー教の供儀が行われ、仏像は持ち去
られ諸王朝の寄進した塔や精舎は破壊の危機に瀕していました。

１８９２年スリランカの仏教者、アナガーリカ・ダルマパーラ居士はこの状況を憂慮し、大菩提
会を設立して大塔の仏教徒への返還運動を開始しました。当時の日本仏教も印度仏蹟興復会を結成
してこの運動に協力し、各国の仏教徒も様々な働きかけを行いました。

１９４７年インド独立後、インド政府はブッダガヤを国際的な仏教の中心地とする方針を示し、
１９４９年ブッダガヤ寺院法を制定して管理委員会を発足させ、大塔の管理権はマハンタより管理
委員会に移譲されました。しかしこのブッダガヤ寺院法では委員９名の構成の内、必ずヒンドゥー
教徒が過半数を占めるように規定されており、実質はヒンドゥー教優位の管理体制が認められてい
ることになります。これがゆえに私たち仏教徒にとっては容認しがたい様々な不合理が行われ、現
代にいたるまでその問題は続いています。

１９５６年１０月１４日、インド共和国憲法起草者ババサーヘブ・アンベードカル大菩薩はイン
ドに根強く残るカースト差別のくびきから脱するために中央州ナグプールに於いて、６０万人の被
抑圧階級民衆と共に仏教に改宗しました。これよりインド仏教は復興の烽火を上げ、自由と平等と
博愛の実現の為、法の実践の道を歩み始めました。私は日本に生まれましたが、釈尊の説かれたこ
の道を進む道程で、貧しくも前を向いて歩み始めたインド仏教徒の民衆に出遭い、共に歩む決心を
しました。同じものを食べ同じところに暮らし、改宗式や仏教行事を執り行い、仏教徒を組織して
様々な社会運動を行ってきました。そして多くの人々の協力によりインド国籍を取得しインド人と
なりました。アンベードカル博士の改宗から６０年、今やインドの仏教徒はその数を大いに増しつ
つあります。

ここにおいてインド仏教徒民衆は、自らの信教の根本聖地であるブッダガヤ大菩提寺が他教徒優
位の管理下にある状況を憂慮し、１９９２年、インド政府、ビハール州政府、ブッダガヤ寺院管理
委員会に対し、大菩提寺管理権の仏教徒への返還を求める運動を開始しました。私たちはあらゆる
平和的手段により様々な運動を展開してまいりました。首都デリーやブッダガヤに向けてのデモ行
進や断食や座り込みなどの運動を敢行し、インド政府大統領やビハール州首相に嘆願書を提出し、
国連事務総長に書簡を送り、パリのユネスコ本部やジュネーブの国連人権高等弁務官事務所を訪れ
てこの問題の国際的な関心を提起しました。２５年以上にわたる私たちの運動は、ブッダガヤの状
況改善に大きく寄与しています。しかしその根本的な問題である大菩提寺管理権は、依然として１
９４９年ブッダガヤ寺院法を適用したままの状態であり、我々の願いは未だ成就しておりません。

２０１２年、私はインド最高裁判所に１９４９年ブッダガヤ寺院法の廃止と新法の制定を求める
裁判を提起しました。長らく継続審議となっておりましたが、本年７月本格審議が始まりいよいよ
最高裁判決が下されようとしています。

この運動は、アンベードカル大菩薩を導師として立ち上がったインド仏教徒にとって、自らの存
在を確立する人権運動でもあります。また世界の仏教徒にとっても、その根本聖地が抱える矛盾の
早期解決が望まれています。日本でもダルマパーラの時代から様々な人が関わり、私たちの運動に
対しても臨済宗・黄檗宗連合各派合議所、岡山県同宗連など多くの方々からご支援ご協力をいただ
いてきました。まさにその所願とするところは、ブッダガヤ大菩提寺管理権の仏教徒への完全返還
にあります。大菩提寺管理権返還は、仏教徒がその根本聖地を取り戻す運動であり、ブッダガヤを
中心に世界の仏教徒が結集し、人類に平和と共生を提言する仏教の未来に大きな貢献となるでしょ
う。是非この問題を正確に認識し、関心をもってご支援ご協力をいただきたいと思います。

どうか我が祖国である仏教国日本の皆様、同じ教えを灯とするインド仏教徒民衆と共に立ち上が
ってください。

１．インド政府、ビハール州政府、ブッダガヤ寺院管理委員会にブッダガヤ大菩提寺管理権返還の提
言を行ってください。
それぞれ所属される宗派、本山、組織にてブッダガヤ大菩提寺管理権問題について協議し、イ
ンド当局が平和的決断を以て返還を実施するようアピールをお願いします。

２．裁判費用をご援助ください。
最高裁における長期の裁判には多大な費用が必要となります。是非ご協力をお願いいたします。

２０１８年 １１月 １２日
ブッダガヤ大菩提寺全インド解放実行委員会
会長 アーリヤナーガールジュナ佐々井秀嶺

（署名）
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立
正
大
学
特
任
講
師

　

佐
々
木
一
憲

　

10
月
17
日
か
ら
20
日
ま
で
「
龍
族

の
都
」
ナ
グ
プ
ー
ル
に
滞
在
し
、
佐
々

井
上
人
の
活
動
を
間
近
で
拝
見
す
る

機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

　

８
月
に
大
学
の
イ
ン
ド
研
修
旅
行
で
上
人
の

も
と
を
訪
れ
た
こ
と
が
ご
縁
と
な
っ
て
実
現
し

た
今
回
の
訪
問
、
後
か
ら
考
え
る
と
、
何
と
も

不
思
議
な
巡
り
あ
わ
せ
が
重
な
っ
て
実
現
し
た

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
巡
り
あ
わ
せ
は
前
述
の
研
修

旅
行
の
日
程
に
ナ
グ
プ
ー
ル
を
加
え
た
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
す
。
研
修
の
テ
ー
マ
が
〝
イ
ン
ド

に
お
け
る
仏
教
の
衰
亡
と
再
興
〟
に
決
ま
っ

た
際
に
、
「
と
に
か
く
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
！
」
と
の
直
感
に
従
っ
て
な
か
ば
無
理
や
り

旅
程
に
加
え
た
の
で
し
た
。
一
般
的
な
仏
跡
参

拝
の
ル
ー
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
上
に
、
行

き
先
の
ナ
グ
プ
ー
ル
は
日
本
人
に
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
調
べ
よ
う
に
も
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
に
も
載
っ
て
い
な
い
町
と
あ
っ
て
、
旅

程
を
知
ら
さ
れ
た
参
加
者
は
み
な
一
様
に
首

を
傾
げ
る
ば
か
り
。
「
こ
の
ナ
グ
プ
ー
ル
っ
て

何
で
す
か
？
」
と
何
人
か
ら
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

旅
行
会
社
の
担
当
者
に
も
「
改
宗
広
場
以
外
に

何
も
見
る
も
の
は
な
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
が
、
現
代
イ
ン
ド
仏
教
を
考
え
る
上
で
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
の
改
宗
と
い
う
「
事
件
」

は
決
し
て
外
し
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

こ
と
な
ん
だ
、
と
言
っ
て
押
し
切
り
、
訪
問
を

決
め
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
大
き
か
っ
た
の
は
、
今
年
度
か
ら

大
学
の
研
究
所
に
上
人
の
お
弟
子
さ
ん
の
中
村

龍
海
さ
ん
が
入
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。

私
た
ち
一
行
は
龍
海
さ
ん
を
通
じ
て
マ
ン
セ
ル

遺
跡
の
存
在
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、

何
よ
り
驚
い
た
の
は
、
そ
の
マ
ン
セ
ル
遺
跡
の

発
掘
を
進
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
あ
の
佐
々

井
上
人
な
の
だ
と
い
う
事
実
。
お
名
前
を
伝
え

聞
く
だ
け
だ
っ
た
現
在
進
行
形
の
立
志
伝
中
の

人
物
が
急
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
、
一
行
の
ナ

グ
プ
ー
ル
行
き
の
機
運
は
俄
然
高
ま
っ
た
の
で

し
た
。

　

こ
の
二
つ
の
条
件
が
そ
ろ
っ
た
途
端
、
事
態

は
急
展
開
を
み
せ
始
め
ま
す
。
後
は
事
の
赴
く

ま
ま
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
私
は
ナ
グ

プ
ー
ル
へ
と
向
か
う
一
本
道
の
上
を
歩
き
始
め
、

気
が
付
い
た
時
に
は
上
人
の
も
と
に
い
ざ
な
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
10
月
17
日
の
お
昼
頃
、
ナ
グ
プ
ー
ル

に
到
着
し
た
私
は
、
お
迎
え
に
来
て
く
だ
さ
っ

た
龍
亀
さ
ん
た
ち
に
改
宗
広
場
（
デ
ィ
ー
ク

シ
ャ
ー
・
ブ
ー
ミ
）
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ

き
、
研
修
旅
行
以
来
2
ヵ
月
ぶ
り
に
上
人
に
お

目
に
か
か
り
ま
し
た
。

　

授
戒
式
会
場
に
つ
い
て
ま
ず
思
っ
た
の
は

「
想
像
し
て
い
た
の
と
は
違
う
な
あ
」
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
当
初
私
は
、
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

博
士
の
伝
記
映
画
に
描
か
れ
て
い
た
よ
う
な
、

広
場
い
っ
ぱ
い
に
集
ま
っ
た
希
望
者
た
ち
に
一

括
し
て
戒
を
授
け
る
大
規
模
な
式
典
が
行
わ
れ

る
の
だ
ろ
う
な
と
想
像
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
実
際
の
式
の
様
子
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く

違
っ
て
い
た
の
で
す
。
大
き
な
テ
ン
ト
の
下
で

希
望
者
が
20
～
30
人
ほ
ど
集
ま
る
毎
に
繰
り
返

さ
れ
る
派
手
さ
の
な
い
地
味
な
授
戒
式
。
聞
け

ば
そ
れ
を
朝
か
ら
夕
方
ま
で
の
数
時
間
、
三
日

に
渡
っ
て
ひ
た
す
ら
続
け
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

告
白
す
る
と
最
初
は
拍
子
抜
け
し
た
よ
う
な
思

い
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
こ
れ
ほ
ど
凄

い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
派
手
な
一
回
の
式
典

な
ら
誰
で
も
勢
い
で
き
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
の
地
味
な
式
を
三
日
や
り
続
け
る

こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
か
…
。
こ
の
時

改
め
て
、
こ
の
方
は
本
物
だ
。
イ
ン
ド
仏
教
の

再
起
は
、
本
物
の
方
が
本
気
で
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
な
ん
だ
、
と
強
く
実
感
さ
せ
ら
れ
た
の

で
し
た
。

　

ご
挨
拶
に
伺
う
と
、
開
口
一
番
「
よ
く
来
た

な
！
」
と
上
人
一
流
の
良
く
通
る
大
き
な
お
声

で
迎
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お
声
を
聴
い

て
、
や
っ
と
た
ど
り
着
け
た
、
と
ホ
ッ
と
し
た

の
も
つ
か
ぬ
間
。
次
の
一
言
に
愕
然
と
さ
せ
ら

れ
ま
す
。
「
三
人
で
来
る
と
言
っ
て
た
の
に
一

人
で
来
た
の
か
？ 

あ
な
た
に
は
ね
、
今
日
ス

ピ
ー
チ
し
て
も
ら
う
か
ら
！
」
と
上
人
は
さ

ら
り
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
あ
わ
て
て
「
上

人
、
私
は
人
前
で
ス
ピ
ー
チ
で
き
る
ほ
ど
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
も
英
語
も
話
せ
ま
せ
ん
！
」
と
返

す
と
、
「
じ
ゃ
あ
、
日
本
語
で
し
て
く
だ
さ
い
。

私
が
通
訳
す
る
か
ら
」
と
。
上
人
に
こ
こ
ま
で
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お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
ら
「
で
き
ま
せ
ん
」

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
腹
を
括
り
ま
し
た
。

 

上
人
が
ナ
グ
プ
ー
ル
の
改
宗
式
で
初
め
て
ス

ピ
ー
チ
し
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
出
し
、

と
に
か
く
最
初
に
「
ジ
ャ
イ
・
ビ
ー
ム
！
」
を

あ
ら
ん
限
り
の
大
声
で
三
唱
し
て
や
れ
。
そ
う

す
れ
ば
緊
張
も
何
も
吹
っ
飛
ぶ
だ
ろ
う
さ
、
と

心
に
決
め
て
ス
テ
ー
ジ
に
上
が
り
ま
し
た
。
順

番
が
回
っ
て
き
て
、
マ
イ
ク
の
前
に
立
ち
ま
す
。

一
息
深
く
吸
っ
て
、
渾
身
の
気
持
ち
を
込
め
て

「
ジ
ャ
イ
・
ビ
ー
ム
！
」
を
三
唱
。
あ
と
は
夢

中
で
、
到
着
し
て
か
ら
半
日
の
間
、
会
場
を
歩

き
回
る
な
か
で
痛
い
ほ
ど
に
感
じ
た
現
代
イ
ン

ド
仏
教
徒
の
「
本
気
」
の
意
気
込
み
、
そ
れ
に

対
す
る
日
本
の
仏
教
徒
の
体
た
ら
く
に
つ
い
て

ス
ピ
ー
チ
を
し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
気
が
付

い
た
ら
自
分
の
順
番
は
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

実
は
こ
の
話
に
は
オ
マ
ケ
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
話
に
ど
こ
か
上
人
の
思
い
と
重
な
る
所

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
話
が
進
む
に
つ
れ

て
上
人
も
段
々
気
分
が
乗
っ
て
こ
ら
れ
て
、
私

が
話
し
た
内
容
を
５
割
増
し
位
に
膨
ら
ま
せ
て

通
訳
し
て
下
さ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

　

翌
日
、
上
人
が
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
「
今
日
の
新
聞
に
『
日
本
で
ア

ン
ベ
ー
ド
カ
ル
全
集
の
出
版
が
決
ま
っ
た
』
と

出
て
い
る
ぞ
。
昨
日
は
ち
ょ
っ
と
訳
し
過
ぎ
て

し
ま
っ
た
み
た
い
だ
な
。
」

以
上　

―
イ
ン
ド
に
行
く
き
っ
か
け
、
佐
々
井
上
人
と

の
出
会
い
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

・
出
会
い
と
得
度
ま
で

　

私
が
イ
ン
ド
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
最
初
の

ご
縁
は
、
２
０
１
６
年
７
月
、
広
島
県
の
宮
島

に
越
し
て
８
ヶ
月
が
経
っ
た
頃
で
す
。

　

当
時
、
私
は
大
学
の
後
輩
二
人
と
一
緒
に
山

の
上
で
お
に
ぎ
り
屋
さ
ん
を
営
ん
で
生
活
し
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
に
後
輩
の
お
父
さ
ん
の
友
人

と
い
う
ご
夫
婦
が
尋
ね
て
来
ら
れ
一
緒
に
食
事

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
席
で
会

話
を
重
ね
て
い
る
内
、
ふ
と
佐
々
井
上
人
と
い

う
方
が
イ
ン
ド
で
仏
教
復
興
運
動
を
さ
れ
て
い

て
一
昨
年
（
２
０
１
４
年
）
に
病
で
倒
れ
、
現

在
日
本
か
ら
上
人
の
身
の
回
り
の
世
話
や
日
本

食
を
現
地
で
作
る
方
を
募
集
し
て
い
る
。
亀
井

さ
ん
行
き
ま
せ
ん
か
と
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

３
週
間
後
、
私
は
南
天
会
（
佐
々
井
上
人
支

援
組
織
）
の
事
務
局
を
さ
れ
て
い
る
長
命
密
寺

（
広
島
県
神
石
高
原
町
）
住
職
の
佐
伯
さ
ん
に

詳
し
い
お
話
を
伺
い
に
行
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
２
０
１
６
年
10
月
、
私
は
南
天
会

の
第
５
次
派
遣
員
と
し
て
日
本
人
ツ
ア
ー
一
行

と
共
に
イ
ン
ド
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

当
初
は
２
ヶ
月
で
帰
国
す
る
予
定
で
し
た
。

イ
ン
ド
へ
着
き
佐
々
井
上
人
に
会
い
に
行
く
の

で
す
が
、
そ
の
場
所
に
は
何
万
人
も
の
人
が

ご
っ
だ
が
え
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
人
の
添
乗
員

さ
ん
は
私
た
ち
が
迷
子
に
な
ら
な
い
よ
う
に

ロ
ー
プ
を
用
意
し
て
い
る
ほ
ど
会
場
は
た
く
さ

ん
の
人
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
広
場
で
は
毎
年
、
改
宗
記
念
大
祭

（
１
９
５
６
年
10
月
14
日
、
初
代
法
務
大
臣
Ｂ
・

Ｒ
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
が
不
可
触
民
衆
30
万
人

と
共
に
仏
教
徒
に
改
宗
し
た
こ
と
を
記
念
す
る

祭
典
。
彼
は
１
９
５
０
年
に
施
行
さ
れ
た
イ
ン

ド
憲
法
起
草
者
で
、
そ
の
憲
法
に
よ
っ
て
不
可

触
民
制
、
カ
ー
ス
ト
差
別
の
撤
廃
を
成
し
遂
げ

た
英
雄
で
あ
る
。
ま
た
彼
自
身
も
不
可
触
民
出

身
で
あ
っ
た
）
が
開
か
れ
て
お
り
、
佐
々
井
上

人
は
そ
こ
で
大
導
師
と
し
て
イ
ン
ド
各
地
か
ら

訪
れ
る
民
衆
の
仏
教
改
宗
式
を
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

そ
こ
か
ら
佐
々
井
上
人
の
傍
に
お
仕
え
し

１
ヶ
月
が
経
ち
、
私
は
上
人
に
お
坊
さ
ん
に
し

て
下
さ
い
と
お
願
い
し
ま
し
た
。
上
人
は
「
よ

し
！ 

来
週
地
方
で
得
度
式
が
あ
る
か
ら
そ
こ

で
お
坊
さ
ん
に
し
て
や
る
」
と
快
諾
し
て
頂
き

ま
し
た
。

　

私
は
頭
を
ま
る
め
、
イ
ン
ド
人
の
僧
侶
希
望

者
、
２
０
０
人
と
共
に
得
度
式
に
参
加
し
て
は

れ
て
僧
侶
と
な
っ
た
の
で
す
。

―
日
本
へ
帰
国
さ
れ
て
周
り
の
反
応
は
い
か
が

で
し
た
か

・
自
然
な
流
れ
の
中
に

　

イ
ン
ド
で
４
ヶ
月
を
過
ご
し
た
あ
と
、

２
０
１
７
年
２
月
、
日
本
に
僧
衣
を
ま
と
っ
て

帰
っ
て
来
ま
し
た
。
私
の
姿
を
見
て
母
親
は
泣

き
崩
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
洗
脳
さ
れ
た
と
…

今
で
も
母
親
は
頼
む
か
ら
そ
の
服
を
脱
い
で
く

れ
と
言
い
ま
す
。

　

そ
の
他
の
友
人
た
ち
は
不
思
議
と
自
然
に
受

け
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
自
身
、
急
激
な
変

化
を
し
た
と
感
じ
る
こ
と
は
な
く
自
然
な
流
れ

の
中
に
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
は
ビ
ザ
の
関
係
で
、
３
ヶ
月
か
ら

６
ヶ
月
の
間
イ
ン
ド
へ
滞
在
し
て
は
日
本
に
帰

泥
だ
ら
け
、
糞
だ
ら
け
、
傷
だ
ら
け
、

　
　
イ
ン
ド
民
衆
の
奴
隷
た
ら
ん

　
　
　
イ
ン
ド
・
ナ
グ
プ
ー
ル
よ
り

 

お
坊
さ
ん
だ
よ
り　
そ
の
２　
　

（『
人
権
21
』
２
０
１
８
年
６
月
号
）

　
佐
々
井
上
人
お
弟
子　
亀
井
竜
亀

 （
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　
聞
き
手　
菅
木
智
子
）

▲上人を車にのせ行進する。町につく頃には数千人へと民衆が

増えていって。
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り
、
ま
た
イ
ン
ド
へ
と
行
く
と
い
う
暮
ら
し
を

し
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
人
は
私
の
風
貌
を
見
て
、
イ
ン
ド
人

の
お
坊
さ
ん
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
い
ま
す
。

し
か
し
イ
ン
ド
人
か
ら
は
ネ
パ
ー
ル
人
の
よ
う

に
見
え
る
よ
う
で
イ
ン
ド
で
は
私
は
日
本
人
に

は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
イ
ン
ド
の
人
た
ち
と
会
話
す
る
毎
日

　

イ
ン
ド
で
は
公
用
語
の
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
を
勉

強
し
て
い
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
身

ぶ
り
手
ぶ
り
で
通
じ
る
の
で
す
が
本
当
に
伝
え

た
い
こ
と
や
細
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
言
葉
を
話

せ
な
い
と
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

面
で
は
毎
日
は
が
ゆ
い
思
い
を
し
て
い
ま
す
が
、

逆
に
話
せ
な
い
分
、
し
っ
か
り
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

バ
ン
テ
ー
ジ
の
も
と
で
修
行
し
て
２
年
弱
、

日
本
に
帰
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
が
お
風
呂
に
入
り
た
い
と
か
、
日
本
の
お
味

噌
汁
や
甘
い
も
の
が
食
べ
た
い
と
思
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
の
将
来
に
つ
い
て
、
先
が
見
え
る

よ
う
な
こ
と
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
一
日
一
日
、

イ
ン
ド
民
衆
と
一
体
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
師
匠
の
姿
を
み
て
学
ぶ

日
々
で
す
。

―
イ
ン
ド
で
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
管
理
権
返
還
運
動

　

私
の
御
師
匠
で
あ
る
佐
々
井
秀
嶺
上
人
は
今

年
で
83
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
に
来
ら
れ

て
51
年
間
、
イ
ン
ド
国
籍
を
取
得
さ
れ
て
民
衆

と
一
体
と
な
っ
て
活
動
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
の
活
動
の
使
命
は
大
き
く
三
つ
。

　

一
つ
目
は
、
イ
ン
ド
で
の
仏
教
復
興
。

　

二
つ
目
は
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提
寺
管
理
権

の
返
還
。

　

三
つ
目
は
、
龍
樹
菩
薩
の
顕
彰
。

　

今
回
は
こ
の
二
つ
目
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
菩
提

寺
管
理
権
の
返
還
運
動
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
仏

教
徒
と
の
関
係
も
合
わ
せ
て
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
は
仏
陀
が
さ
と
り
を
ひ
ら
か
れ

た
場
所
と
し
て
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
仏
教

徒
の
一
大
聖
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
聖
地
は
18
世
紀
頃
よ
り
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
バ

ラ
モ
ン
の
管
理
下
と
な
り
、
現
在
も
な
お
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
主
体
の
管
理
法
が
適
用
さ
れ
、
治

安
や
寄
付
金
管
理
な
ど
で
多
く
の
問
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。
佐
々
井
上
人
は
こ
の
状
況
を
目
に

し
て
、
１
９
９
２
年
か
ら
現
在
ま
で
イ
ン
ド
仏

教
徒
と
共
に
幾
度
と
な
く
、
何
千
キ
ロ
と
離
れ

た
ム
ン
バ
イ
、
ナ
グ
プ
ー
ル
な
ど
か
ら
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
を
目
指
し
デ
モ
行
進
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
の
仏
教
徒
は
心
か
ら
返
還
を
望
ん
で

い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
多
く
の
イ
ン
ド
仏
教
徒
が

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
カ
ー
ス
ト
制
度
に
よ
っ
て
抑

圧
、
差
別
さ
れ
て
き
た
民
衆
だ
か
ら
で
す
。
カ
ー

ス
ト
差
別
の
な
い
、
イ
ン
ド
発
祥
の
仏
教
に
改

宗
し
て
初
め
て
人
間
と
し
て
の
誇
り
を
取
り
戻

し
つ
つ
あ
る
民
衆
な
の
で
す
。
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
を

と
り
戻
す
こ
と
は
世
界
仏
教
徒
の
大
誓
願
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
主
義
か
ら
何
千

年
と
差
別
、
抑
圧
、
人
間
以
下
の
暮
ら
し
を
強

い
ら
れ
て
き
た
彼
ら
の
誇
り
を
取
り
戻
す
闘
い

で
も
あ
る
の
で
す
。

　

彼
ら
か
ら
私
は
問
わ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ
こ
の

運
動
に
仏
教
国
で
も
あ
る
大
国
の
日
本
は
応
援

し
て
く
れ
な
い
の
か
、
日
本
で
生
ま
れ
て
命
を

か
け
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
佐
々
井

上
人
の
助
け
を
し
な
い
の
か
。
私
は
言
葉
に
つ

ま
り
ま
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
、
日
本
で
は
こ
の
問
題
自
体
を

知
る
機
会
も
な
い
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
佐
々

井
上
人
は
２
０
１
２
年
よ
り
こ
の
問
題
を
イ
ン

ド
最
高
裁
に
訴
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
裁
判

が
６
年
か
け
て
２
０
１
８
年
７
月
よ
り
、
よ
う

や
く
本
格
審
議
に
入
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
い

つ
結
論
が
だ
さ
れ
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま

せ
ん
。
イ
ン
ド
で
は
何
十
年
と
結
審
さ
れ
て
い

な
い
裁
判
が
ざ
ら
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
問
題
の

解
決
に
は
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
世
界
中
か
ら
の

応
援
の
声
が
不
可
欠
で
す
。

　

仏
教
徒
の
声
は
ひ
と
つ
で
す
。
仏
陀
が
さ
と

り
を
ひ
ら
か
れ
た
聖
地
は
自
分
た
ち
自
身
の
手

で
運
営
し
た
い
。
た
だ
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

†
か
め
い　

り
ゅ
う
き　

僧
侶　

イ
ン
ド
在
住

「
人
権
21
」
２
０
１
８
年
8
月
号
№
２
５
５

▶
ナ
グ
プ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ラ
寺
周
辺
。
子
供
や
若
者
、
住
民

と
お
坊
さ
ん
が
町
の
中
で
一
体
と
な
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

▲畑に綿の種をまく女性たち。

南天会会計報告（Ｈ３０．９．１～Ｈ３０．１２．３１）                単位：円 

月 日 摘要 収入 支出 差引残高 
  

前期繰越 2249058 

 

2249058 

9 17 インドへ荷物発送 

 

11600 2237458 

9 18 本販売 18000 

 

2255458 

9 20 ＮＨＫ「こころの時代」再放送出演料 27135 

 

2282593 

9 21 亀井インド渡航費援助 

 

141070 2141523 

9 25 龍族１３号発送（３４２通） 

 

70110 2071413 

9 25 ブッダガヤ大菩提寺返還運動パンフレット印刷 

 

8888 2062525 

9 25 佐伯・亀井 高野山出張費用 ※１ 

 

30000 2032525 

9 25 大菩提寺裁判費用援助送金 ※２ 

 

1000000 1032525 

9 30 会費・支援金（振込） 37000 

 

1069525 

9 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 99000 

 

1168525 

9 30 振込手数料合計 

 

950 1167575 

10 9 海外郵便物発送 

 

1780 1165795 

10 18 葉書・切手代 

 

2065 1163730 

10 19 本販売 4510 

 

1168240 

10 25 佐々井上人１１月来日渡航費 

 

267480 900760 

10 30 会費・支援金（現金） 15000 

 

915760 

10 30 会費・支援金（振込） 159100 

 

1074860 

10 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 237000 

 

1311860 

10 30 振込手数料合計 

 

1050 1310810 

11 10 名古屋集会カンパ 148320 

 

1459130 

11 10 名古屋集会本販売 22800 

 

1481930 

11 10 佐々井上人へ支援金 ※３ 

 

100000 1381930 

11 10 大菩提寺裁判費用援助送金 ※４ 

 

1000000 381930 

11 12 東京集会カンパ 1080000 

 

1461930 

11 12 東京集会本販売 24500 

 

1486430 

11 12 名古屋・東京集会催行費（会場使用料・印刷・横断幕制作等） 

 

73288 1413142 

11 12 佐々井上人来日滞在費用（宿泊費・交通費・食費等） 

 

127070 1286072 

11 14 会費・支援金（現金） 15000 

 

1301072 

11 21 食材・食器購入 

 

10353 1290719 

11 22 インドへ荷物発送（３個口） 

 

26205 1264514 

11 30 会費・支援金（振込） 60000 

 

1324514 

11 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 2110000 

 

3434514 

11 30 インドへ送金（大菩提寺裁判費用援助） ※５ 

 

2980340 454174 

11 30 送金・振込手数料合計 

 

9730 444444 

12 10 龍族１２,１３号印刷費用 

 

76100 368344 

12 28 会費・支援金（振込） 41915 

 

410259 

12 28 大菩提寺裁判費用援助（振込） 40000 

 

450259 

12 28 振込手数料 

 

600 449659 



平成 31 年 1 月 20 日 ＲＹＵＺＯＫＵ 第１４号 南天会（15）

南天会会計報告（Ｈ３０．９．１～Ｈ３０．１２．３１）                単位：円 

月 日 摘要 収入 支出 差引残高 
  

前期繰越 2249058 

 

2249058 

9 17 インドへ荷物発送 

 

11600 2237458 

9 18 本販売 18000 

 

2255458 

9 20 ＮＨＫ「こころの時代」再放送出演料 27135 

 

2282593 

9 21 亀井インド渡航費援助 

 

141070 2141523 

9 25 龍族１３号発送（３４２通） 

 

70110 2071413 

9 25 ブッダガヤ大菩提寺返還運動パンフレット印刷 

 

8888 2062525 

9 25 佐伯・亀井 高野山出張費用 ※１ 

 

30000 2032525 

9 25 大菩提寺裁判費用援助送金 ※２ 

 

1000000 1032525 

9 30 会費・支援金（振込） 37000 

 

1069525 

9 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 99000 

 

1168525 

9 30 振込手数料合計 

 

950 1167575 

10 9 海外郵便物発送 

 

1780 1165795 

10 18 葉書・切手代 

 

2065 1163730 

10 19 本販売 4510 

 

1168240 

10 25 佐々井上人１１月来日渡航費 

 

267480 900760 

10 30 会費・支援金（現金） 15000 

 

915760 

10 30 会費・支援金（振込） 159100 

 

1074860 

10 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 237000 

 

1311860 

10 30 振込手数料合計 

 

1050 1310810 

11 10 名古屋集会カンパ 148320 

 

1459130 

11 10 名古屋集会本販売 22800 

 

1481930 

11 10 佐々井上人へ支援金 ※３ 

 

100000 1381930 

11 10 大菩提寺裁判費用援助送金 ※４ 

 

1000000 381930 

11 12 東京集会カンパ 1080000 

 

1461930 

11 12 東京集会本販売 24500 

 

1486430 

11 12 名古屋・東京集会催行費（会場使用料・印刷・横断幕制作等） 

 

73288 1413142 

11 12 佐々井上人来日滞在費用（宿泊費・交通費・食費等） 

 

127070 1286072 

11 14 会費・支援金（現金） 15000 

 

1301072 

11 21 食材・食器購入 

 

10353 1290719 

11 22 インドへ荷物発送（３個口） 

 

26205 1264514 

11 30 会費・支援金（振込） 60000 

 

1324514 

11 30 大菩提寺裁判費用援助（振込） 2110000 

 

3434514 

11 30 インドへ送金（大菩提寺裁判費用援助） ※５ 

 

2980340 454174 

11 30 送金・振込手数料合計 

 

9730 444444 

12 10 龍族１２,１３号印刷費用 

 

76100 368344 

12 28 会費・支援金（振込） 41915 

 

410259 

12 28 大菩提寺裁判費用援助（振込） 40000 

 

450259 

12 28 振込手数料 

 

600 449659 



平成 31 年１月 20 日 ＲＹＵＺＯＫＵ 第１４号 南天会 （16）

※１＝高野山大学アンベードカル博士像前でのセレモニーへの参加（日程変更のため参加できず）と、高野山国際局他関

係寺院にブッダガヤ大菩提寺返還運動アピールをして参りました。 

※２＝亀井さんに託して佐々井上人へお渡ししました。 

※３＝日本滞在時の活動資金として佐々井上人にお渡ししました。 

※４＝佐々井上人に直接お渡ししました。 

※５＝ゆうちょ銀行よりインド口座へ送金。国際送金の金額制限等で端数となっております。 

（会計の詳細な資料は、事務局にて保管しております。龍族発行ごとに会計報告を行い、世話人会にて監査を実施 

いたします。ご不明の点等ございましたら事務局までご連絡ください。） 

 

【特別支援金寄附者御芳名】 ※敬称略 年会費とは別に南天会に支援金をいただいた方のお名前です。 

伊藤友人 漆間徳然 柏内敏子 梶山輝彦 川内加子 小山美津江 下村栄美 諏訪原和幸 

田中徳雲 廣部秀樹 廣部みち子 福瀬くに子 宮島雅史 米盛輝雄  

その他、世話人賛同人各会員の皆様から様々なご支援をいただいております。 

【会員種類と年会費】
支援会員　１０，０００円（会費＋支援金）／年
一般会員　５，０００円／年
学生会員　２，０００円／年（※大学生まで）
龍族送付封筒の宛名ラベルに「会員種類」と「会費納入済

み年」が記載されています。

◆
南
天
会
現
況
（
平
成
三
十
一
年
一
月
現
在
）

正
式
会
員
数　

211
名

賛
同
人
（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

漆
間
宣
隆
（
浄
土
宗
浄
土
院
住
職

・
前
岡
山
県
佛
教
会
会
長
）

奧
平
心
月
（
釣
月
庵
庵
主
）

織
田
隆
深
（
高
野
山
真
言
宗
真
成
院
住
職

・
密
門
会
会
長
）

小
野
重
徳
（
仏
国
土
の
会
会
長
）

黒
澤
雄
太
（
剣
士
・
日
本
武
徳
院
師
範
） 

小
池
一
郎
（
株
式
会
社
マ
ク
シ
ス
・
シ
ン
ト
ー

常
務
取
締
役
）

島
影　

透
（
株
式
会
社
サ
ン
ガ
社
長
）

高
山
龍
智
（
佐
々
井
上
人
お
弟
子
） 

土
屋
信
裕
（
顕
本
法
華
宗

弘
通
所
法
華
行
者
の
会
主
宰
）

冨
士
玄
峰
（
臨
済
宗

・
元
ナ
グ
プ
ー
ル
同
友
会
世
話
人
） 

宮
淵
泰
存
（
日
蓮
宗
妙
光
寺
住
職

・
長
野
県
修
法
師
会
会
長
） 

宮
本
光
研
（
真
言
宗
御
室
派
元
執
行
）

宮
本
龍
勝
（
佐
々
井
上
人
お
弟
子
）　
　
　
　

 

山
本
宗
補
（
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

※ 

賛
同
人
に
つ
い
て

当
会
の
主
旨
を
理
解
し
、
協
力
、
推
薦
す
る
人
を

賛
同
人
と
し
、
お
名
前
を
公
表
さ
せ
て
頂
い
て
お

り
ま
す
。

賛
同
頂
け
る
方
は
是
非
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※ 

世
話
人
に
つ
い
て

南
天
会
諸
業
務
を
お
手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
は
皆

世
話
人
と
し
、
特
に
任
命
等
は
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、

ど
な
た
で
も
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

（南天会事務局）

〒 710-0004 

　岡山県倉敷市西坂 1582-1 一心念誦堂内

　TEL/FAX 086-463-9391
佐伯隆快 （090-5304-8955）

小林三旅 （090-4538-2677）

メール　 nantenkai@gmail.com

URL　http://www.nantenkai.org/

最新情報は
Facebook『佐々井秀嶺資料室』

をご確認ください。

【インド最高裁裁判費用支援】
・支援金は当会でとりまとめ、インドのブッダガヤ大菩提

寺解放本部の口座に送金いたします。

・支援者の方には、南天会会報「龍族」にお名前を記載し、

裁判経過および返還運動の状況を報告いたします。

※ 「大菩提寺裁判費用援助」と明記ください。

会計報告 注

《各種お振込先》 
【金融機関名】ゆうちょ銀行　　
【加入者名】南天会
【口座番号】　

０１３８０ ― ０ ― ９０１６４

ご支援・
会費について

【その他ご支援】
随時受け付けております。ご入会を希望せずご支援のみの

方は、通信欄に「入会不要」とご記入下さい。

「龍族」同封の振替用紙、もしくは郵便局備え付けの振替

用紙をご利用下さい。




